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第１４節 警報設備の基準（政令第２１条） 

 

第１  警報設備 

１ 警報設備の設置については、省令で定めるほか、平成２４年３月３０日消防危第９０号

による改正後の「消火設備及び警報設備に関する運用指針」（平成元年３月２２日消防危

第２４号別紙）によること。 

 

 


